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教員免許を持ちながら、しばらく教職から離れている方や教員経験がない方
（ペーパーティーチャー）が、教員として働くことを支援するための講座です。
※ペーパーティーチャーとは、教員免許状を所有しているが、現状教職に就いていない方を表す総称です。

教員免許取得後、一般企業に就職。
結婚・子育てを経て、昨年度、同講
座を受講。

子育てが落ち着いたこと、教員免許
更新制が廃止されたことで、もう一
度教師を目指したいと思うようにな
り、講座を受けました。
若い頃は「私には先生なんか無理！」
と思っていましたが、現場体験で、
体験先の先生方が笑顔でいきいき
とされていることに背中を押され、
教員になる決心がつきました。

榎本 真理さん
（令和5年度受講・小学校講師）

特別支援学校の講師、一般企業を経
験。企業を退職後、ふたたび小学校教
員を目指して昨年度、同講座を受講。

ほかでは味わえない達成感が得られ
るのが、この職業だと思っています。
講座では、デジタル教材の使い方・進
め方など、最近の教育現場のことがよ
くわかり、不安が解消されました。若い
時には一度あきらめた教員に、日々や
りがいを感じながら子どもたちと接す
る毎日です。

田口 和幹さん
（令和5年度受講・小学校講師）
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北九州市教育委員会 教職員課
TEL 093 -582-2372 電話にて先着順で受け付けます。（事前予約制）

※受付時に、氏名、年齢、電話番号、所有している教員免許の種類をお伺いします。

お問い合わせ
お 申し 込 み

お申し込み方法 詳細は
裏面へ

受講無料
事前予約



北九州市立学校で教員に欠員が生じた場
合等に任用する講師等（養護助教諭、事
務代理職員、栄養代理教諭・職員を含
む。）を募集しています。
任用は、事前に登録された
方の中から行います。登録
は随時受け付けています。

受講対象

講座では、教職に就く不安や疑問解消のため、
授業の進め方や児童生徒への対応等、最新の学校情報をお伝えします。

● 教員免許を所有している方（小学校、中学校、特別支援学校のいずれか）
※免許更新制が廃止され、更新していなくても有効となったり、簡単に再授与されたりするようになりました。

講座内容

最新の学校情報や講師の勤務条件等を紹介します。

※講座は1回120分程度（講座終了後、講師登録の説明実施）。 受講は1回でも複数回でも可。

※基本講座及び実践講座の開催時間は、いずれも9時30分～11時30分

開催日 講座内容 開催場所

講師登録募集

会　　場

AIM 311会議室 （小倉北区浅野3-8-1）
ウェルとばた 81・82会議室 （戸畑区汐井町1-6）
北九州市立生涯学習総合センター 31学習室 （小倉北区大門1-6-43）
八幡西生涯学習総合センター 204会議室 （八幡西区黒崎3-15-3 コムシティ内）

講座日時

 7月 27日 （土）
 8月 9日 （金）
 9月 頃（1～3日程度）

 10月 19日 （土）
 10月 26日 （土）
 11月 16日 （土）
 11月 24日 （日）
 11月 頃（1～3日程度）
 12月 頃（1～3日程度）

AIM 311会議室 （定員45人）

ウェルとばた 81・82会議室 （定員40人）

市内の小・中・特別支援学校

北九州市立生涯学習総合センター 31学習室 （定員40人）

北九州市立生涯学習総合センター 31学習室 （定員40人）

八幡西生涯学習総合センター 204会議室 （定員40人）

八幡西生涯学習総合センター 204会議室 （定員40人）

市内の小・中・特別支援学校

市内の小・中・特別支援学校

基 本 講 座基 本 講 座
学習指導や生活指導方法等を紹介します。実 践 講 座実 践 講 座
講座受講者を対象に学校の様子を見学いただきます。（希望制）事前スクール体験事前スクール体験
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講師の勤務条件（小中学校に勤務する常勤講師の場合）

講師登録はこちらから

● 給与等
 4年制大学卒業 月額 約241,000～約336,000円
 短期大学卒業 月額 約219,000～約335,000円

● 勤務時間　月～金（祝日等を除く） 原則 8：30～17：00
● 年次有給休暇　あり（任用期間に応じて付与）
● 健康保険及び厚生年金保険　原則適用

※上記の金額は、給料月額、教職調整額、地域手当及び義務教育等教員特別手当の合計
※その他、支給要件に応じて期末・勤務手当・通勤手当・退職手当等支給

※任用期間が短い場合、適用されない場合があります。


